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第13回定時総会 開催状況

◆議長に大瀬氏

　総会は、正会員総数2,167名中、出席者161名、委任状1,360名、合計1,521名で過半数を超え、成立しました。総会

に先立ち、令和6年度の総会以降に逝去された故人に黙祷が捧げられました。その後富永泰輔副会長が開会の挨拶を述

べ、総会がスタートしました。

　議長を北九州支部の大瀬博巳理事、副議長を筑豊支部の村方浩司理事が務め、議事録署名人には北九州支部の増田

貴徳理事、筑後支部の村田潤一郎理事が選任されました。

◆二又会長挨拶

　二又会長は冒頭の挨拶において、2024年6月に可決成立した改正貨物自動車運送事業法に言

及し、事業許可の更新制導入や、適正原価を下回る運賃料金の制限、多重下請け構造の是正、白

ナンバートラック利用に関わる荷主に対する規制強化など、業界の構造問題に踏み込んだ内容

であることを評価しました。また、「荷主の力が強いトラック運送業界において、政府主導の「公

助」がなければ、現状の変革は難しかった」と述べ、この法改正が業界にとって大きな転換点に

なるとの認識を示しました。

　2024年問題を背景とした働き方改革については、労働時間短縮と運賃の据え置きでは経営

が成り立たないと指摘し、持続可能な経営体力を維持し、社会インフラとしての責務を果たす

ためには、適正運賃への価格転嫁が不可欠であると強く訴えました。さらに、福岡や他県で相次ぐ道路陥没事故に触れ、

ドライバーの命と安全を守るためのインフラ整備の重要性を強調。今後も国への要望活動を継続していく姿勢を表明し、

業界一丸となって課題に取り組むよう呼びかけました。

◆令和6年度総括	

　令和6年度は、物流業界が直面する燃料価格や人件費の高騰など厳しい経営環境への対応が中心となりました。特に、適

正運賃の収受と物流の効率化を最重要課題と位置づけ、全ト協と連携して活動を展開しました。

　具体的な取り組みとして、燃料価格高騰対策では、県や市町村に対し、国の地方創生臨時交付金の活用や自治体独自の

補助制度創設を要望。その結果、福岡県を含む9自治体で支援措置が実現しました。また、政府の「物流革新に向けた政策

パッケージ」で示された標準的な運賃の活用を促進するため、セミナー開催や荷主への周知徹底を図りました。さらに、国

や経済団体、労働組合との間で締結した「価格転嫁の円滑化に関する協定」に基づき、街頭活動などを通じて賃金と物価の

好循環を目指す取り組みも行いました。

　人材確保の面では、高校生向けの出前授業や合同企業説明会への参加、自衛隊退職者向けの再就職説明会などを通じ

て、業界の魅力発信と新規就労者の獲得に努め、広報活動においては、テレビCMやSNSを活用し、適正運賃収受の重要

性や物流の社会的役割を広くアピール。10月の「トラックの日」には「トラックフェス」を開催し、市民との交流を深めました。

　環境対策としては、小学生向けの絵画コンクールや「トラックの森」事業での植樹活動を実施。交通安全対策では、小学

生や高齢者向けの安全教室を開催し、地域社会への貢献も果たしました。これらの多岐にわたる活動を通じ、協会は厳し

い環境下においても、会員企業の経営安定と業界全体の発展に向け、精力的に取り組みました。

◆令和7年度事業計画と予算

　令和7年度は、世界経済の不透明感が高まる中、国内の物流課題に的確に対応することを基本方針に、トラック運送事

業者が法令遵守を前提に持続可能な経営ができるように「物流革新に向けた物流改正法等への対応」等を柱とした10

福岡県トラック協会（二又茂明会長）は6月13日（金）、福岡市博多区

のホテル日航福岡にて第13回定時総会を開催しました。

総会では、令和6年度の事業報告・収支決算及び令和7年度の事業計

画・収支予算について審議され、いずれも承認されました。

（二又会長）
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項目を重点推進事項として、その実現に向けて各種施策を積極的に展開していきます。

　人材確保では、若年層や女性、さらには特定技能制度による外国人ドライバーの円滑な受け入れに向けた取り組みの

実施、ソフトバンクホークスとの連携による広報活動と「働くトラック体験フェスティバル」の開催を通じた業界のイメー

ジアップと社会的地位の向上を図ります。また、交通安全対策として、後方視野確認支援装置などの導入を推進し、飲酒

運転根絶と労働災害防止にも注力します。環境面では、環境対応ディーゼル車の導入促進や「トラックの森」事業を継続。

加えて、デジタル技術（ICT）を活用した自動点呼の普及など、物流DXの推進にも取り組みます。

　令和7年度の事業活動に係る予算総額は1,104,243,640円で、主要なものとして一般事業211,582,269円、研修会

館等事業40,313,500円、交付金事業853,551,000円、基金運用事業4,555,000円を計上しました。

◆定款の一部改正について

　令和6年5月に「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の一部改正が公布され、令和7年4月から新

たな公益法人制度が導入されることに伴い、外部理事、外部監事の設置が義務付けられることとなりました。よって、役

員の設置（第21条）の規定を一部変更するとともに、客観的評価を確保できることから顧問（第29条）及び顧問の職務（第

30条）の規定を削除することで承認されました。また、外部理事として一般社団法人福岡市タクシー協会専務理事、 外

部監事として一般社団法人福岡県バス協会専務理事を任命することになりました。

◆役員選任

　任期満了に伴う役員選任の承認について、（公社）福岡県トラック

協会定款第25条に基づき理事及び監事を選任しました。各支部か

ら推薦された新役員候補者を発表後、総会の承認を経て理事42名

（外部理事含む）、監事5名（外部監事含む）が選任されました。総会

を一時休会し、新役員による理事会を開催。互選の結果、会長の二

又茂明理事、副会長の木村正昭理事（北九州支部）、仲聡陽理事（筑

後支部）、富永泰輔理事（福岡支部）がそれぞれ再任、専務理事に石

橋浩祐理事が選任されました。

◆表　彰

　すべての審議が終了したあと、令和6年無事故運動表彰（227事業所）、全日本トラック協会表彰規定による表彰（事業

役員1名・従業員4名・団体職員2名）、全日本トラック協会「正しい運転・明るい輸送運動」表彰（従業員4名・2事業所）、福

岡県トラック協会表彰規定による表彰（事業役員2名・従業員19名）の受賞が、名簿の案内をもって発表されました。　

◆来賓挨拶

　本総会に臨席した来賓を代表して、4名の方々が祝辞を述べました。最後に木村正昭副会長の挨拶をもって本会は終

了しました。

（右から、二又会長、富永副会長、木村副会長、
仲副会長、石橋専務理事）

◆九州運輸局 福岡運輸支局 支局長　永松靖二 様

◆福岡労働局 局長　千葉登志雄 様  （代理：労働基準部長　川辺博之 様）

◆福岡県知事　服部誠太郎 様  （代理：商工部次長　松尾英輝 様）

◆福岡県警察本部長　住友一仁 様  （代理：交通部長　藤木信司 様）

～祝辞を頂いた御来賓～
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青年協議会第40回通常総会 開催状況

福岡県トラック青年協議会（古賀大輔代表幹事）は、6月16日

（月）、福岡市博多区の八仙閣本店にて、第40回通常総会を開催

しました。令和6年度の事業報告と収支決算報告、任期満了に伴

う役員の選任、令和7年度の事業計画（案）と収支予算（案）につ

いて審議を行いました。

開会の挨拶において、古賀代表幹事は景気の低迷や燃料、車両価格の高騰について触れつつも「政府による法改正や商

慣行の見直し、多重下請け構造の対策に向けた政策がなされた。課題は沢山あるが、一方で、業界が注目を集める今、ビジ

ネスチャンスと捉えることもできる。激動の日々のなか、物流を、自身の会社をアップデートさせていくことが重要である。

将来のことを真面目に、気軽に話し合い、切磋琢磨できるのが青年協議会の良さだと感じている」と述べました。

挨拶の後、古賀代表幹事が議長を務め、審議を行いました。

第1号議案では、令和6年度の事業として若手経営者・後継者とし

ての資質の向上及び社会的地位の向上を目的として各種事業を推進

したことを報告しました。各地区において企業経営、事故防止対策、

労務管理等のテーマで積極的に研修会を開催したほか、全日本トラッ

ク協会青年部会の各ブロック大会及び全国大会へ出席しました。ま

た、交通安全運動実施期間中には、高速道路インター等で街頭活動

を実施し、安全運転啓発用チラシやグッズを配布して、ドライバーに

安全運転を呼びかけました。県ト協広報活動の一環であるトラックの

日イベントでは企画及び運営にあたり、10月6日のイベント当日、「門

司港レトロ」において活動に参加しました。さらに、次世代を担う子供

たちに物流の重要性と業界についての理解を深めてもらうため、県

内の小中学校にて社会科物流交流授業を実施しました。

続いて、第2号議案並びに3号議案として、令和6年度収支決算報告及び監査報告について報告を行い、剰余金処分（案）

について承認を受けました。

第4号議案では、任期満了に伴う役員の選任について審議を行いました。選出された新役員21名が承認され、新役員に

より別室にて代表幹事並びに副代表幹事らの選任が行われました。その結果、代表幹事に古賀大輔氏（丸善海陸運輸（株））、

副代表幹事に福青会・原辰徳氏（まるまん倉庫（株））、北青会・平川隼大氏（（株）大安）、筑青会・梶原一真氏（梶原産業（株））、

南青会・川口義弘氏（三和ロジコム（株））が選任されました。また、会計監事として筑青会・福澤慶之氏（上嘉穂貨物自動車

運送（株））、南青会・仲陽見氏（筑後運送（株））が選任されました。

第5号議案・6号議案では、令和7年度事業計画（案）と令和7年度収支予算（案）について審議を行いました。令和7年度の

重点項目として、社会科物流授業の実施、研修会の実施、九運青協及び全ト協青年部会の会議・研修会等への出席、交通事

故防止対策、トラックの日記念行事への参加、適正取引の推進を掲げ、会員相互の連携を強化するとともに、若手経営者・

後継者としての資質の向上に努める方針を示し、案の通りに承認されました。

　

来賓として、福岡運輸支局・永松靖二支局長、同・川野一代首席運輸企画専門官、福岡県警察本部交通企画課・正入木拓

馬課長補佐、福岡県トラック協会・岩永康弘福岡支部事務局長（福岡支部長代理出席）・大瀬博巳北九州支部長、女性協議会

大村さつき会長、西尾亜希副会長、川内和恵副会長、上田由美副会長が出席しました。

来賓祝辞において、福岡運輸支局・永松靖二支局長、福岡県警察本部交通企画課・正入木拓馬課長補佐（藤木信司課長の

祝辞代読）が挨拶を行いました。

（新役員：右から、古賀代表幹事、原・平川・
梶原・川口副代表幹事、福澤・仲会計監事）
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高校物流出前授業 実施状況

福岡県トラック協会では、6月26日（木）に中間市「希望が丘高等学校」において高校物流出前授業を実施しました。

この授業は、高校生を対象に、トラック輸送産業の果たす社会的役割や重要性を紹介し、物流に対する認識や関心を高

めることにより、トラック輸送業界への進路選択を促進することを目的として実施しています。

授業では、自動車科の3年生36名を対象に、トラック輸送産業の社会的役割や重要性、準中型免許制度等について説明

し、当協会制作の人材確保対策用DVDを上映してトラックドライバーの魅力ややりがい等を紹介しました。

また、（株）大安より2tトラックを1台持ち込んで協力いただき、トラックのエンジンや安全装置の見学等を行いました。

●6月23日（月）【福岡県トラック総合会館】

第1回目となる本委員会において、委員紹介の後、正副委

員長の選出を行いました。正副委員長は交通対策委員会運

営要綱第4条に則り、当委員会の担当副会長である仲聡陽委

員（筑後運送（株））が務めることとなりました。また、副委員

長には、委員からの推薦により井上直委員（（有）ドリームコー

ポレーション）が就任しました。

協議事項において（1）令和7年度安全運行確保事業年間ス

ケジュール（案）について協議を行い案の通りに承認されまし

た。（2）令和7年度夏の交通安全運動実施要領（案）について

は、7月10日（木）～19日（土）の10日間の実施、飲酒運転の

撲滅をはじめとする5つの重点項目、当運動ポスター案につ

いて、案の通りに承認されました。続いて、（3）交通安全啓発

グッズ作成（案）について、候補のグッズから検討し、UV折り

たたみ傘に決定しました。当協会の名入れをして5000本作

成し、啓発活動において配布することが承認されました。ま

た、（4）交通安全桃太郎旗作成（案）については、4種類のデ

ザインで各2400枚、合計9600枚を作成し、会員事業所へ

配布することで承認されました。

（5）令和7年度全ト協「プラン2025目標達成セミナー」

開催（案）については、9月16日（火）13：30からリファレ

ンス駅東において開催することで決定しました。当セミ

ナーはGマークの加点対象であり、対象者は経営者又は

管理者（現場での安全を管理する立場の者）です。1事業

者1名までで、定員は先着70名です。（6）令和7年度FM

福岡交通安全特別企画キャンペーンの協賛については、

飲酒運転撲滅運動＆ハンドルキーパー運動推進キャン

ペーンへ協賛することで決定しました。

報告事項では、令和7年度シルバー・セーフティ・ドライ

ビングスクール開催日程及び令和7年度小学生向け交通

安全教室【後期】開催日程について、いずれも計4回の開

催となります。小学生向け交通安全教室【前期】について

は、4月と5月に実施済みです。その後、令和7年度助成

事業の申請受付状況について報告を行いました。

交　通　対　策　委　員　会 （仲 聡陽 委員長）
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（公社）福岡県トラック協会

1 実 施 期 間 令和7年7月10日（木）～令和7年7月19日（土）の10日間

2 重 点 項 目

（1）飲酒運転の撲滅
（2）こどもと高齢者の交通事故防止
（3）妨害運転の防止
（4）信号を守る（追突事故防止）
（5）横断歩行者事故等の防止

3 具体的推進事項

(1)組織的に実施するもの
【県ト協が実施するもの】

①ポスター等を作成して全会員に配布するなどにより、運動の周知・徹底を図る。
②期間中、適正化事業指導員による街頭パトロール指導等を実施し、重点項目の推
進を図る。
③輸送情報等の広報媒体を利用し、運動の周知と意識の高揚を図る。

【各支部が実施するもの】
①バスキャンペーン等の際には、「信号を守ろう横断幕」を積極的に活用して、会員
事業所及び地域住民に本運動の浸透と交通安全意識の高揚を図る。
②傘下会員事業所（事業主・管理者・従業員）を対象に必要に応じて交通安全のため
の講習会を開催し、運動の周知徹底を図る。
③所轄警察署等の関係行政機関及び各地区交通関係団体と連携を密にして、運動
の効果的推進を図る。

(2)会員事業所が実施するもの 
①運動期間中は、各事業所において桃太郎旗等を掲げるとともに運転者への安全運転
教育並びに指導を徹底する。
②事業用トラック事故の約半数を占める追突事故を防止するため、運転者に安全な運
行についての指導を徹底する。
③適切な運行計画や乗務割を策定するとともに、点呼時には必ずアルコールチェッカー
を使用して酒気帯びの有無について確認し、運転者の健康状態を十分把握のうえ、適
切な乗務指示を行う。

④当運動ポスターを掲示し、ポスター掲載の無事故カレンダーに交通事故発生の有無
について日 「々〇×」を記入し、無事故達成に向けての指標とする。
⑤車両の日常点検及び定期点検を確実に実施し、整備不良による交通事故を防止する。

(3)ドライバーの遵守事項  
①飲酒運転は絶対にしない。
②歩行中や自転車乗車中のこども、高齢者等を見かけたら、スピードを落とし、その行
動に注意するなど、より慎重な運転に努める。
③周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ち、重大な交通事故につ
ながる悪質性・危険性の高い妨害運転（あおり運転）をしない。
④信号を守り車間距離の適切な保持など追突事故防止に努める。
⑤横断歩道に歩行者を見かけたら、横断歩道手前で一時停止し、歩行者の横断を妨げない。

4 配 慮 事 項 

(1)期間中は、交通事故をなくす福岡県県民運動本部・県警察・運輸支局等の関係行政機関
及び交通関係団体と連携を密にして、本運動の効果的な推進を図ること。

(2)街頭キャンペーン等を行う際には、受傷事故防止に十分配意すること。

夏 の交通安全運動実施要領について
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死死亡亡者者数数 （（福福岡岡 6/12現現在在））

（人）

（令和）

安全第一 の 先取り で

を  

しましょう！

福岡労働局・労働基準監督署

ＳＳＴＴＯＯＰＰ!    死亡災害  

安 全 第 一

令令和和７７年年 福岡県内の労働災害による

死亡災害 多発傾向 !
リスクアセスメントや危険予知活動などの安全

先取り型の活動が徹底されず、墜落、土砂崩壊、

機械巻き込まれ、重機災害、フォークリフト災害、

クレーン災害など、従来型の典型的な死亡災害

（（裏裏面面「「死死亡亡災災害害防防止止1100則則」」のの災災害害））
が多く発生しています。

そのため、福岡労働局では、

STOP！死亡災害  

を展開し、

を訴えかけていきます。

※※  安安全全先先取取りり型型のの活活動動徹徹底底  とともに、裏面の

「「死死亡亡災災害害防防止止1100則則  チチェェッッククリリスストト」」
を活用し、死亡災害の撲滅に努めてください。

※※ 併せて、

「「不不安安全全行行動動防防止止1100則則  点点検検表表」」⇒⇒

も是非ご活用ください。

ささ きき どど   りり

ささ きき   どど   りり

福福岡岡労労働働局局

「「死死亡亡災災害害発発生生事事例例」」等等⇒⇒

災災害害統統計計・・事事例例ササイイトト

当当リリーーフフ
安全どんぐり  の  先取り  で

リスク に備える 「リスくん・アセスメント」
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死死亡亡災災害害防防止止10則則 チチェェッッククリリスストト ☑☑

1
【【高高所所かかららのの墜墜落落・・転転落落災災害害のの防防止止】】
足場、作業床の端、開口部等の墜落危険箇所に手すり等を設置している。この設置が困難な

時やスレート屋根上（歩み板等を設置した上）では、墜落制止用器具（安全帯）を着用し、かつ、

必ず使用している。また、この取付のための丈夫で安全な設備（親綱等）を設けている。

□

2
【【車車両両系系建建設設機機械械等等ととのの接接触触災災害害のの防防止止】】
車両系建設機械等、いわゆる重機の走行や旋回など可動範囲内への立入禁止措置を徹底

している。臨時に立ち入る必要があるときは、無線やグーパー運動（立入者がパーで合図し、

重機運転手がグーで了解を示す。）等により確実に重機の運転を停止している。

□

3
【【土土砂砂崩崩壊壊災災害害のの防防止止】】
地山掘削や溝掘削の作業を行うときは、地質等の事前調査を実施し、その結果に基づく掘削

方法や角度で作業を行っている。また、掘削の高さや深さに関係なく、地山に崩壊のおそれが

あるときは、土止め等の措置を講じている。

□

4
【【ククレレーーンン災災害害のの防防止止】】
クレーン等の玉掛け作業では、３３３運動（地切り３０cm以内、３秒以上停止、３ｍ以上離れて
合図）等により荷への接触防止措置を講じている。また、荷の運搬中もその下方には入らず、

荷の位置調整や保持等を行う必要があるときは、手鉤棒や介錯ロープ等を使用している。

□

5
【【機機械械ははささままれれ・・巻巻きき込込ままれれ災災害害のの防防止止】】
機械の掃除、給油、検査、修理、調整（原材料や異物の除去、不具合解消のための一時的な

作業や機械の設定を含む。）を行うときは、確実に機械の運転を停止している。また、機械運転

停止時は、起動装置に錠をかける、表示板を取り付ける等の措置を講じている。

□

6
【【フフォォーーククリリフフトト災災害害のの防防止止】】
フォークリフト作業では、事前に、その能力や作業場所の広さ等に応じた作業計画（運行経路

や作業方法等を示したもの）を定め、かつ、徹底している。また、フォークリフトの作業範囲内へ

の立入禁止、急発進・急旋回・急停止の禁止、用途外使用の禁止等を徹底している。

□

7
【【荷荷役役災災害害のの防防止止】】
貨物自動車の荷台での作業では、墜落時保護用の保護帽の着用、安全な昇降設備の使用

を徹底している。また、荷台端での後ずさり作業の禁止、三点支持による昇降、貨物自動車の

停車時の逸走防止等に関する教育を徹底している。低所でも油断せず、１ｍは一命取る！

□

8
【【交交通通災災害害のの防防止止】】
安全運転、危険予知・かもしれない運転、体調管理、３つの余裕（時間・車間距離・気持ちの

余裕）等に関する教育を雇入時や定期的に実施している。また、取引先等と連絡調整した上、

安全に配慮した運行計画を策定している。危険マップ作成、車両点検、点呼等も行っている。

□

9
【【有有害害物物ととのの接接触触災災害害のの防防止止】】
一酸化炭素中毒、酸欠、化学物質による障害等、有害物との接触のおそれがある作業（特に

急きょ生じた非定常作業）を行うときは、事前に作業計画を策定した上、換気や置換（パージ）

等による有害物の除去、有効な保護具・保護衣・検知器の着用等の措置を徹底している。

□

10
【【熱熱中中症症のの防防止止】】
WBGT値（暑さ指数）を考慮した作業時間・休憩時間、暑熱環境への順応期間の設定（夏季休暇明け
も注意）、冷房・送風機・日よけ等の設置、休憩場所の確保、プレクーリング、水分・塩分の適宜補給、

当日の体調や健康管理、初期発見の体制整備、応急措置や医療機関の周知等を行っている。

□
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運行管理者
試験対策講座

貨
物

令和7年度第1回運行管理者試験
令和7年8月2日(土)～8月31日(日)

※この講座は試験および基礎講習とは異なりますのでご注意ください。
※受験についての詳細は運行管理者試験センターHPをご覧ください。

試験対策講座
運行管理者貨

物 一一発発合合格格を目指すなら！一一発発合合格格

対面実力確認講座
G
H
I

2月15日（土）
2月24日（月）
３月 5日（水）

対面合格1日講座
傾向と対策をバッチリ抑えたオリジナルテキストで

ポイントを解説する講義です！

A
B
C

7月19日（土） 8月14日（木）
7月26日（土） 8月20日（水）
8月10日（日）

対面合格２日講座
時間をとってじっくり解説！2日間で進めていく講義です！

F 8月2日（土）・ 3日（日）

会場 ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社
九州研修センター 2階 講習室

本番を想定した模擬試験で実践的に！模擬試験の解答と解説を行います。直前の対策におすすめです。

受講料 6,930円（10％対象/消費税630円・教材費込）

会場 ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社
九州研修センター 2階 講習室9：30～17：30（休憩含む）

https://www.y-staff-supply.co.jp/

ヤマト 運行管理者 検索
空席状況のご確認・ 講習のご予約は

公式HPをご覧ください！

〒８１２－００１６
福岡県福岡市博多区博多駅南４－１５－８
Ｔｅｌ：０９２－２８９－６８５１
Ｆａｘ：０９２－４７３－９７４７

九州研修センター

各日 9：30～17：30（休憩含む）
受講料 19,400円

（10%対象/消費税1,764円・教材費込）9：30～18：40（休憩含む）
受講料 11,500円

（10％対象/消費税1,045円・教材費込）

D
E

本講座にはオンラインのWeb模擬試験(解説付き）がセットになっています。
Web模擬試験とはパソコンやスマートフォンから受講いただく模擬試験です。
おうちにいながら実際のCBT試験の雰囲気を体験してみませんか？

適格請求書発行事業者登録番号
T7-0104-0106-3729
※駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用いただくか、 近隣のコインパーキングをご利用ください

G
H
I

8月11日（月）
8月17日（日）
8月24日（日）

対面合格講座（Web模擬試験付）

Zoom合格１日講座（Web模擬試験付）もご用意！
オンラインで受講！

※詳細、お申込みは公式HPをご覧ください
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<<FAX申込みの手順>>

ご 注 意 事 項

申込用紙をFAXで
お送りください。

FAX 092-473-9747

受講日・料金・受付番号
を記載した受付票を返送

いたします。

料金を下記口座までお振込
みください。

※振込用紙のご依頼人の欄に受付
番号をご記入ください。

お振込の確認をもって予約
確定となります。

受講票をFAXいたしますの
で、当日お持ちください。

【他の金融機関からのお手続き】
(金融機関名) ゆうちょ銀行
(店名)七四八 (ナナヨンハチ) (店番)７４８
(口座種類)普通預金 (口座番号)８７８００３０
(口座名義)ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社九州研修センター※振込手数料はお申込み者様にてご負担願います。

※金融機関備え付けの振込用紙をご利用ください。

【ゆうちょ銀行からのお手続き】
ゆうちょ総合口座
(記号)１７４８０ (番号)８７８００３０１
(口座名義)ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社九州研修センター

お 振 込 先

〇 お申込みは先着順です。定員になり次第締め切ります。
〇 お申込みから1週間以内のお振込みをお願いいたします。

開催日の3営業日前を過ぎますと、ご返金はいたしかねますのでご了承ください。
〇 テキストの返品はお受けいたしかねます。（落丁・乱丁の場合を除く）

(弊社使用欄）

★空席状況のご確認は公式HPをご覧ください！
WEB https://www.y-staff-supply.co.jp/

ヤマト 運行管理者 検索

★講習のお申込みは、HPから または 下記申込書をFAXでお送りください

HPからのお申込は
スマホ・パソコンから
24時間お受付して

おります！

お問い合わせ・お申込み先 🏣🏣812-0016  福岡県福岡市博多区博多駅南4‐15-8
TEL 092-289-6851 FAX 092-473-9747ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社 九州研修センター 適格請求書発行事業者登録番号 T7-0104-0106-3729

（必須）

（個人の場合は氏名）

（必須） 〒
住所

（必須） TEL
連絡先 ご担当者名

FAX
（必須）

（ ）
（ ）
（ ）

※EメールアドレスはWeb模擬試験のご利用に必要です。必ずご記入ください。

●対面合格講座希望日 　　　　　月　　　日 ●実力確認講座希望日 　　　　　月　　　日

　　　　ふりがな

　　　　　　　（　　　　　　）

　　　　　　　（　　　　　　）
ふりがな

受講者氏名

事　業　所　名

　　　アルファベット（A～F） 　　　　　　　　　　　　　　　　アルファベット（G～I）

TEL

Eメールアドレス
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福岡県警察本部交通部交通規制課からのお知らせ
駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて

　近年、「物流2024問題」を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要に対応する必要性

が高まっていることを踏まえ、本年7月1日から福岡県道路交通法施行細則の一部を改正し、駐車許可に関する関係手続等の合

理化及び簡素化として以下のことを図ることといたしました。

　

●駐車許可に係る用務に貨物集配が含まれること。

●貨物車に対する駐車許可は、具体的な訪問先を特定できない場合、一定の区域ごとに駐車場所を指定できること。

●複数の警察署に係る申請を1つの警察署に申請できること。

●反復継続的な用務に係る許可証の有効期限は原則1年であること。

●許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両使用の制限命令の検討等、厳正に対処されること。

　貨物車に対する駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行っているため、申請しても必ずしもすべて許可されるわけではあ

りません。また、運用開始直後や許可申請場所が相当数に上る場合には、通常よりも審査等に時間を要する可能性があること

から、警察署への事前相談や申請は、時間的余裕をもって行っていただきますようお願いいたします。

詳しくは、警察庁Webサイトをご覧いただくか （ https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu.html＃kisei ）

または最寄りの警察署にお問い合わせ下さい。

（株）永井運送　福岡営業所
（福岡支部 北福岡分会）

糟屋郡新宮町大字的野81-14
℡092-405-5252

［事業の種類］
一般貨物自動車運送事業
一般（特別積合せ） 貨物自動車運送事業
貨物利用運送事業

［車両数］ 普通5両

永井　正人代表者

北九州市門司区大字田野浦957番地1
℡093-322-5250

［事業の種類］ 一般貨物自動車運送事業
［車両数］ 普通1両、けん引8両、

 被けん引6両、

（株）九栄物流
（北九州支部 門司分会）

堤　健太代表者

（7月） 県ト協行事日程（7月12日～ 7月25日）
16日（水）適正化事業推進委員会［13：30］［福岡県トラック総合会館］

17日（木）重量部会通常総会［17：30］［八仙閣］

18日（金）総務会［14：00］［福岡県トラック総合会館］

20日（日）ドライバーコンテスト福岡県大会［ 9：00］［西鉄バス研修センター］

23日（水）
青年協議会役員会［15：00］［福岡県トラック総合会館］

ダンプ輸送部会通常総会［18：00］［八仙閣］

25日（金）理事会［14：00］［福岡県トラック総合会館］
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https://www.isuzu.co.jp/product/giga/newfivestar_giga/

福 岡 地 域 営 業 部 ： 福岡市東区多の津１－３９－４ TEL 092-629-1124
北 九 州 地 域 営 業 部 ： 北九州市小倉北区西港町１７－１ TEL 093-581-2305
佐賀久留米地域営業部 ： 久留米市宮ノ陣町若松１－８ TEL 0942-38-2002

ＵＤトラックス株式会社九州地域

このステアリングを知ると もう後戻りできない

UDアクティブステアリング特設ウェブページで

詳細をご覧ください。

あらゆる走行条件下においてアクティブな運転支援を

ドライバーに提供し、安定したステアリング感覚を実現

UD
人を想い、先を駆ける。
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運行管理者試験テキスト

令和7年版自動車六法
定価 7,700円（税込）

株式会社 輸送文研社 〈柏林書房〉

TEL 03-3861-0291  FAX 03-3861-0295
〒101-0031 東京都千代田区東神田1-3-4

ホームページ　 https://yuso-bunken.co.jp

過去の問題の解説と
実践模擬問題

定価 2,640円（税込）

【貨物自動車運送事業編】

編集・発行:公益社団法人 福岡県トラック協会
TEL（092）451-7878（代表）  
FAX（092）472-6439・（092）451-7964
ホームページ https://hearty.or.jp/

総務局・総務部
　総 務 課： 092-451-7841

総務局・経理部
　経 理 課： 092-451-7844

事業局・業務部
　業務一課・二課：
　　　　092-451-7845

福岡県適正化事業実施機関
（輸送相談窓口）
　　　　092-451-7846

千早分室
　092-671-0338
　（FAX：092-672-4778）


